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議事次第 

≪ 議 題 ≫ 

１ 令和８年度沖縄労働局労働行政運営方針（案）について 

 

  ２ 沖縄県縫製業最低工賃の改正決定及び沖縄県縫製業最低工賃

専門部会の廃止について 

 

 

≪配布資料≫ 

〇資 料 沖縄地方労働審議会 

〇資料１ 議題１ 令和８年度沖縄労働局労働行政運営方針（案） 

〇資料２～資料６ 議題２ 沖縄県縫製業最低工賃の改正決定及び 

沖縄県縫製 業最低工 賃専門部会の廃止について 

〇参考資料 令和７年度沖縄労働局の取組（沖縄労働局労働行政運営方針） 
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氏名 現職 氏名 所属地方組織（上部団体） 氏名 現職（所属）

（おそぐち　こういち） （おおしろ　みやび） （こいど　えみ）
獺 口 浩 一 大 城 雅 小 井 土 恵 美

（かげ　りえ） （たなか　しゅんじ） （こはま　とおる）
鹿 毛 理 恵 田 中 俊 治 小 浜 徹

（かさま　たけし）  (きゆな　としゆき） （さくもと　かずよ）
笠 間 毅 喜 友 名 利 幸 佐 久 本 和 代

（たかた　きよえ） （たいら　てつやす） （しまぶくろ　ななこ）

高 田 清 恵 平 良 哲 康 島 袋 菜 々 子

（のざき　せいこ） （たくし　ゆうこ） （たばた　かずお）
野 崎 聖 子 澤 岻 優 子 田 端 一 雄

（みやぎ　かずひろ） （みやざと　まさる） （ふくち　あつし）
宮 城 和 宏 宮 里 勝 福 地 敦 士

沖縄地方労働審議会委員名簿（50音順）

　　　　　任期（令和7年10月１日～令和９年９月30日）

公 益 代 表 労 働 者 代 表 使 用 者 代 表

沖縄国際大学経済学部　教授 ＵＡゼンセン沖縄県支部　支部長
公益社団法人　沖縄県工業連合会

専務理事

日本放送協会沖縄放送局　局長
全駐留軍労働組合沖縄地区本部

書記長
沖縄県中小企業団体中央会
事務局長

琉球大学国際地域創造学部　教
授

沖縄電力労働組合　副書記長 株式会社　近代美術　代表取締役

沖縄国際大学経済学部　教授 自治労沖縄県本部　書記長
那覇商工会議所

統括アドバイザー

琉球大学人文社会学部　教授
日本労働組合総連合会沖縄県連
合会　事務局長

株式会社　ＨＲＤ　ｌａｂｏ
ＯＫＩＮＡＷＡ専務取締役

うむやす法律会計事務所　弁護士 沖縄県教職員組合　書記長
一般社団法人　沖縄県経営者協会

専務理事
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沖縄地方労働審議会運営規程 

 

第１条 地方労働審議会の議事運営は、厚生労働省組織令（平成１２年政令第２５

２号）第１５６条の２及び地方労働審議会令（平成１３年政令第３２０号）に定

めるもののほか、この規程の定めるところによる。 

 

第２条 審議会の会議（以下単に「会議」という。）は、労働局長の請求があったと

き、会長が必要があると認めるとき又は委員の３分の１以上から請求があったと

きに会長が招集する。 

２ 審議会は、前項の規定にかかわらず、その議事が諮問のみの場合にあっては、

労働局長から会長あて諮問文を発出することをもって、会議の招集に代えること

ができる。 

３ 労働局長又は委員は、会長に会議の招集を請求するときは、付議事項及び日時

を明らかにしなければならない。 

４ 会長は、会議を招集しようとするときは、緊急やむを得ない場合のほか、少な

くとも７日前までに付議事項、日時及び場所を委員及び労働局長に通知しなけれ

ばならない。 

 

第３条 委員は、病気その他の理由により会議に出席することができないときは、

その旨を会長に通知しなければならない。 

 

第４条 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。 

２ 委員は、会議において発言をしようとするときは、会長の許可を受けるものと

する。 

３ 審議会は、会長が必要があると認めるときは、委員でない者の説明又は意見を

聴くことができる。 

 

第５条 会議は、原則として公開する。ただし、公開することにより、個人情報の

保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益が不当に侵

害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不

当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、会議を非公開とすることができ

る。 

 

第６条 審議会の議事については、議事録を作成し、議事録には会長及び会長の指

名した委員２人が署名するものとする。 

２ 議事録及び会議の資料は、原則として公開する。ただし、公開することにより、

個人情報の保護に支障を及ぼすおそれがある場合、個人若しくは団体の権利利益

が不当に侵害されるおそれがある場合又は率直な意見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるおそれがある場合には、会長は、議事録の全部又は一

部を非公開とすることができる。 

３ 議事を非公開とする場合には、議事要旨を作成し公開するものとする。 

４ 



第７条 第２条から第６条までの規定は、地方労働審議会令第６条に規定する部会

（以下単に「部会」という。）及び同令第７条に規定する最低工賃専門部会（以下

単に「最低工賃専門部会」という。）について準用する。この場合において、「会

長」とあるのは「部会長」と読み替えるものとする。 

 

第８条 会長は、審議会が議決を行ったときは、当該議決に係る答弁書、建議書又

は議決書をその都度労働局長に送付しなければならない。 

２ 審議会は、厚生労働省組織令第１５６条の２第２項第２号の規定により関係行

政機関に建議したときには、その写しを労働局長に送付しなければならない。 

 

第９条 審議会は、その定めるところにより、必要に応じて次の部会を置くことが

できる。 

一 労働災害防止部会 

二 家内労働部会 

 

第 10条 前条に規定する部会又は部会長が委員である最低工賃専門部会が、その所

掌事務について議決をしたときは、当該議決をもって審議会の議決とする。ただ

し、審議会が、あらかじめ当該議決に係る事項に関して、審議会の議決を特に必

要とすることを定めているときは、この限りでない。 

２ 審議会は、部会長が臨時委員である部会又は最低工賃専門部会の議決に関し、

会長を除いた審議会の委員及び臨時委員が当該議決の取り扱いを会長に一任した

場合、会長の決するところをもって審議会の議決とすることができる。 

 

第 11条 臨時委員及び専門委員は、審議会令第４条第 4項及び第 5項に規定する場

合のほか、会長の任期が終了したときに解任されるものとする。ただし、再任は

妨げない。 

 

第 12条 部会に属すべき委員及び臨時委員のうち、労働者を代表するもの及び使用

者を代表するものは、各同数とする。この場合において、部会に属すべき委員の

うち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、異なる数とすること

ができる。 

 

第 13条 この規程に定めるもののほか、部会及び最低工賃専門部会の議事運営に関

し必要な事項は、部会長が当該部会及び最低工賃専門部会に諮って定める。 

 

第 14条 この規程の改廃は、審議会の議決に基づいて行う。 

 

附 則 

この規程は、平成１３年１０月１日から施行する。 

平成１８年３月１３日一部改正。 

 

５ 



○地方労働審議会令 

（平成十三年九月二十七日政令第三百二十号） 

 

 

 内閣は、国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条の規定に基づき、

この政令を制定する。 

（名称）  

第一条  地方労働審議会（以下「審議会」という。）には、当該都道府県労働局の名

を冠する。  

（組織）  

第二条  審議会は、委員十八人で組織する。  

２  審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置く

ことができる。  

３  審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くこと

ができる。  

（委員等の任命）  

第三条  委員は、労働者（家内労働法（昭和四十五年法律第六十号）第二条第二項

に規定する家内労働者を含む。以下同じ。）を代表する者、使用者（同条第三項に規

定する委託者を含む。以下同じ。）を代表する者及び公益を代表する者のうちから、

都道府県労働局長が各同数を任命する。  

２  臨時委員は、関係労働者を代表する者、関係使用者を代表する者及び公益を代

表する者のうちから、都道府県労働局長が任命する。  

３  臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表するものは、

各同数とする。  

４  専門委員は、審議会の同意を得て、都道府県労働局長が任命する。  

（委員の任期等）  

第四条  委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。  

２  委員は、再任されることができる。  

３  委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで、その職

務を行うものとする。  

４  臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了し

たときは、解任されるものとする。  

５  専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したとき

は、解任されるものとする。  

６  委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。  

（会長）  

第五条  審議会に会長を置き、公益を代表する委員のうちから、委員が選挙する。  

２  会長は、会務を総理し、審議会を代表する。  

３  会長に事故があるときは、公益を代表する委員のうちから会長があらかじめ指名

する委員が、その職務を代理する。  

（部会）  

６ 



第六条  審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。  

２  部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。  

３  前項の委員のうち、労働者を代表するもの及び使用者を代表するものは、各同

数とする。  

４  第二項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表す

るものは、各同数とする。  

５  部会に部会長を置き、当該部会に属する公益を代表する委員及び臨時委員のう

ちから、当該部会に属する委員及び臨時委員が選挙する。  

６  部会長は、当該部会の事務を掌理する。  

７  部会長に事故があるときは、当該部会に属する公益を代表する委員又は臨時委

員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。  

８  審議会は、その定めるところにより、部会（その部会長が委員であるものに限

る。）の議決をもって審議会の議決とすることができる。  

（最低工賃専門部会）  

第七条  家内労働法第二十一条第一項の規定により審議会に置かれる専門部会

（以下「最低工賃専門部会」という。）に属すべき委員及び臨時委員は、会長が指名す

る。  

２  前項の臨時委員のうち、関係労働者を代表するもの及び関係使用者を代表する

ものは、各同数とする。  

３  最低工賃専門部会は、その任務を終了したときは、審議会の議決により、廃止す

るものとする。  

４  前条第五項から第八項までの規定は、最低工賃専門部会について準用する。  

（議事）  

第八条  審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の三分の二以上又は労

働者関係委員（労働者を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち関係

労働者を代表するものをいう。）、使用者関係委員（使用者を代表する委員及び議事

に関係のある臨時委員のうち関係使用者を代表するものをいう。）及び公益関係委

員（公益を代表する委員及び議事に関係のある臨時委員のうち公益を代表するもの

をいう。）の各三分の一以上が出席しなければ、会議を開き、議決することができな

い。  

２  審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したもの

の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。  

３  前二項の規定は、部会及び最低工賃専門部会の議事に準用する。  

（庶務）  

第九条  審議会の庶務は、当該都道府県労働局において処理する。  

（雑則）  

第十条  この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必

要な事項は、会長が審議会に諮って定める。  

 

   附 則  

 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。  

 

７ 


